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市
か
ら
の

お
知
ら
せ

※
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
平
成
29
年
度
か
ら
パ
ス

ポ
ー
ト
の
申
請・受
取
が
で

き
ま
す

市
民
課

（
内
線
3
0
6
5・3
0
6
6
）

旅
券
セ
ン
タ
ー
で
手
続
き
を

行
っ
て
い
た
パ
ス
ポ
ー
ト
申
請
・

受
取
が
市
役
所
で
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

場
所　
市
役
所
1
階　
市
民
課

受
付
時
間

申
請　
平
日　

午
前
8
時
30
分
〜

午
後
4
時

受
取　
平
日　

午
前
8
時
30
分
〜

午
後
5
時

※
正
午
〜
午
後
1
時
ま
で
を
除
く
。

対
象　
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

の
人

必
要
書
類　
市
民
課
で
申
請
書
類

を
受
け
取
り
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
引
越
し
ご
み
に
つ
い
て

環
境
保
全
課（
内
線
3
2
1
1
）

燃
え
る
ご
み
・
燃
え
な
い
ご
み

市
の
指
定
ご
み
袋
に
入
れ
、
指

定
収
集
日
に
合
わ
せ
て
出
し
て
く

だ
さ
い
。
袋
の
数
が
20
袋
を
超
え

る
場
合
は
環
境
保
全
課
ま
で
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

資
源
ご
み

紙
類
（
新
聞
紙
、
雑
誌
、
段
ボ
ー

ル
等
）
や
容
器
類
（
ビ
ン
、缶
、ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
等
）
は
再
生
利
用
さ
れ

ま
す
。
燃
え
る
ご
み
・
燃
え
な
い

ご
み
に
混
ぜ
な
い
よ
う
、
ご
協
力

お
願
い
し
ま
す
。

粗
大
ご
み

粗
大
ご
み
は
事
前
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。
粗
大
ご
み
収
集
日
前

日
（
土
日
・
祝
日
除
く
）
午
後
4

時
ま
で
に
環
境
保
全
課
へ
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

※
テ
レ
ビ
・
冷
蔵
庫
・
冷
凍
庫
・

洗
濯
機
・
衣
類
乾
燥
機
・
エ
ア
コ

ン
等
は
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
対
象
品

の
た
め
市
で
収
集
で
き
ま
せ
ん
。

購
入
先
に
引
き
取
り
を
依
頼
し
て

く
だ
さ
い
。
購
入
先
が
不
明
ま
た

は
廃
業
等
で
存
在
し
な
い
場
合
、

市
の
許
可
業
者
に
引
き
取
り
を
依

頼
す
る
か
、
指
定
引
き
取
り
場
所

へ
自
己
搬
入
し
て
く
だ
さ
い
。

許
可
業
者

・
浦
添
市
清
掃
事
業
協
同
組
合

☎
（
8
7
7
）
2
7
5
0

・
有
限
会
社
沖
縄
ク
リ
ー
ン
工
業

☎
（
9
5
1
）
0
3
7
0

・
丸
一
商
会

☎
（
9
4
6
）
5
2
6
5

・3
R
推
進
セ
ン
タ
ー【
パ
ソ
コ
ン
】

☎
0
3
（
5
2
8
2
）
7
6
8
5▲ホームページは

　こちら

■
児
童
扶
養
手
当
お
よ
び

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
制

度
に
つ
い
て

児
童
家
庭
課（
内
線
3
6
1
3
）

児
童
扶
養
手
当
と
は

父
母
の
離
婚
等
に
よ
り
、
ひ
と

り
親
家
庭
等
の
生
活
安
定
と
自
立

の
促
進
、
児
童
の
福
祉
増
進
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
制
度
で
す
。

（
外
国
人
も
支
給
対
象
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
公
的
年
金
等
が
低
額
の
場

合
、
併
給
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。）
※
児
童
と
は
、
18
歳
に
達

す
る
日
以
降
の
最
初
の
3
月
31
日

ま
で
の
間
に
あ
る
人
（
一
定
程
度

の
障
が
い
が
あ
る
20
歳
未
満
）

支
給
対
象

次
の
①
〜
⑥
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
児
童
を
監
護
す
る
母
、
監

護
し
か
つ
生
計
を
同
じ
く
し
て
い

る
父
ま
た
は
当
該
父
母
以
外
の
人

で
当
該
児
童
を
養
育
す
る
人
が
対

象
で
す
。

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

③
父
ま
た
は
母
に
一
定
程
度
の
障

が
い
が
あ
る
児
童

④
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か

で
な
い
児
童

⑤
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
の

D
V
保
護
命
令
を
受
け
た
児
童

⑥
そ
の
他
（
父
ま
た
は
母
が
1
年

以
上
遺
棄
し
て
い
る
児
童
、
母
が

婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎
し
た
児

童
な
ど
）

特
別
児
童
扶
養
手
当

身
体
や
精
神
に
一
定
程
度
の
障

が
い
が
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
に

つ
い
て
、
児
童
の
福
祉
増
進
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
制
度
で
す
。

支
給
対
象

身
体
や
精
神
に
障
が
い
を
有
す

る
20
歳
未
満
の
児
童
を
監
護
す
る

父
ま
た
は
母
。
も
し
く
は
父
母
に

代
わ
っ
て
養
育
し
て
い
る
人
。

※
こ
れ
ら
の
手
当
を
受
給
す
る
た

め
に
は
窓
口
で
申
請
が
必
要
で
す
。

所
得
制
限
、
そ
の
他
要
件
が
あ
り

ま
す
。
支
給
要
件
に
該
当
す
る
か

申
請
相
談
時
に
確
認
し
ま
す
。
該

当
し
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
細
は
児
童
家
庭
課
ま
で
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
各
種
相
談
窓
口
の
ご
案

内市
民
生
活
課（
内
線
3
0
1
2
）

市
民
相
談
室・消
費
生
活
相
談
室

☎（
8
5
1
）5
0
5
9

各
種
相
談
無
料
。
秘
密
厳
守
し

ま
す
。

場
所

・
市
民
相
談
室
（
市
役
所
1
階
）

【
各
種
相
談
】

●
市
民
相
談

市
民
生
活
に
関
わ
る
市
民
の
一

般
相
談
お
よ
び
市
行
政
に
対
す
る

意
見
や
要
望
、
苦
情
な
ど
。

日
時　
月
〜
金
曜
日
、
午
前
9
時

〜
午
後
5
時
（
※
祝
日
を
除
く
）

●
法
律
相
談
（
要
予
約
）

市
民
生
活
に
関
わ
る
諸
々
の
法

律
相
談
。

日
時　
弁
護
士
相
談
は
毎
週
火
曜

日
、
司
法
書
士
相
談
は
毎
週
水
曜

日
、
と
も
に
午
後
2
時
〜
午
後
4

時
30
分

●
行
政
相
談

行
政
機
関
等
の
業
務
に
関
す
る

相
談
。

日
時　
毎
週
木
曜
日
（
第
5
週
木

曜
日
を
除
く
）
午
後
2
時
〜
午
後

4
時

●
消
費
生
活
相
談

日
時　
毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
午

前
10
時
〜
午
後
4
時

●
人
権
相
談

日
時　
毎
月
第
1
木
曜
日
午
前
10

時
〜
午
後
4
時

※
各
種
相
談
窓
口
は
正
午
〜
午
後

1
時
、
土
日
祝
日
は
休
み
と
な
り

ま
す
。

■「
浦
添
市
中
小
企
業
・
小

規
模
企
業
振
興
基
本
条
例
」

の
制
定
に
つ
い
て

産
業
振
興
課（
内
線
3
1
6
5
）

本
市
の
中
小
企
業
お
よ
び
小
規

模
企
業
の
振
興
に
関
し
て
基
本
と

な
る
事
項
を
定
め
、
地
域
産
業
の

安
定
化
、
活
性
化
を
推
進
し
、
市

民
生
活
の
向
上
・
地
域
社
会
の
発

展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
に
条

例
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

施
行
日　
平
成
29
年
4
月
1
日（
土
）

■
引
越
し
等
に
よ
る
水
道

の
届
出
に
つ
い
て

水
道
部
営
業
課

☎（
8
7
7
）8
4
7
6

☎（
8
7
7
）8
4
6
0

引
越
し
等
に
よ
る
水
道
の
使
用

開
始
ま
た
は
使
用
中
止
を
し
た
い

と
き
は
2
〜
3
日
前
の
平
日
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

受
付
時
間　
月
〜
金
曜
日
の
午
前

8
時
30
分
か
ら
午
後
5
時
15
分（
電

話
、
営
業
課
窓
口
受
付
）

受
付
の
際
に
使
用
開
始
日
ま
た

は
使
用
中
止
日
、
使
用
者
の
氏
名
、

住
所
、連
絡
先
な
ど
を
確
認
し
ま
す
。

※
基
本
的
に
立
会
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。
午
後
4
時
以
降
の
閉
栓
受

付
は
、
翌
営
業
日
に
閉
栓
作
業
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

■
平
成
28
年
度
浦
添
市
文

化
芸
術
振
興
事
業「
村
ま
わ

り
組
踊
」

文
化
課（
内
線
6
2
1
1
）

伝
統
芸
能
の
普
及
・
地
域
交
流

を
目
的
に
各
自
治
会
を
ま
わ
り
、

組
踊
や
琉
球
舞
踊
を
上
演
し
ま
す
。

日
時
・
場
所

①
浦
添
グ
リ
ー
ン
ハ
イ
ツ
自
治
会

3
月
19
日
（
日
）
午
後
2
時
開
演

浦
添
グ
リ
ー
ン
ハ
イ
ツ
公
民
館

②
経
塚
自
治
会

3
月
20
日
（
月
）
午
後
2
時
開
演

経
塚
ゆ
い
ま
ー
る
セ
ン
タ
ー

入
場
料　
無
料

上
演
作
品　
組
踊「
執
心
鐘
入
」（
出

演
：
浦
添
市
文
化
協
会
）

※
字
幕
あ
り

■
平
成
28
年
度　

浦
添
市

公
共
事
業
評
価
監
視
委
員

会
開
催「
事
業
継
続（
現
計

画
）」を
答
申

都
市
計
画
課（
内
線
4
0
1
2
）

市
が
進
め
て
い
る
公
共
事
業
に

つ
い
て
、
平
成
28
年
度
浦
添
市
公

共
事
業
評
価
監
視
委
員
会
が
開
催

さ
れ
、
審
議
の
結
果
、「
事
業
継
続

（
現
計
画
）」と
答
申
を
受
け
ま
し
た
。

●
平
成
28
年
11
月
21
日
開
催

●
議
案　
「
那
覇
広
域
都
市
計
画
公

園
事
業
4
・
4
・
浦
1
号　

前
田

公
園
」

委
員
会
か
ら
の
答
申
を
受
け
、

市
で
は
事
業
の
早
期
完
了
に
向
け

今
後
一
層
努
力
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
の
で
、
市
民
の
皆

さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

市民課（内線3065・3066）

資産税課（内線2261〜2265）

3月・4月は市民課窓口が大変混み合います
休日窓口開設のお知らせ

4月は新生活が始まる時期で、転入・転出などの住民異動届の手続きのために
多くの人が市役所を訪れます。そのため、3月下旬から4月上旬にかけて窓口が
大変混み合い、待ち時間が2〜3時間になることもあります。4月の第1週目、毎
週月曜日・金曜日は特に混み合いますので、手続きを予定されている皆さんには、
ご理解とご協力をお願いします。

なお、市外からの転入や市内転居については、新居に住み始めてから2週間以
内に届出を行ってください。転出届については、市外へ引っ越す2週間前から手
続きができ、郵送で手続きもできます。

また、混雑の緩和と平日来庁できない人のために休日窓口を開設しますので、
ご利用ください。

【休日窓口の開設】
日　　時　3月26日（日）・4月2日（日）
受付時間　午前8時45分〜午前11時30分、
　　　　　午後1時15分〜午後4時30分
場　　所　市役所1階　市民課
※休日窓口の開設日は、市役所中庭からの入口のみ利用可能

です。市役所裏側の駐車場が便利です。
【対象となる手続】

①住民票等の交付
②戸籍に関する証明書の交付
③印鑑登録および印鑑登録証明書の交付
④返戻された通知カードの受取り
⑤住民異動届受付

※マイナンバーカード・住基カード所有者対象の特例転入（転出証明書不要）または国外から
の転入を希望する人は受付できません。
申請・届出の内容によっては対応できないものがありますので、不明な点がありましたら事
前に問い合わせください。
戸籍届（出生・死亡・婚姻・離婚など）は、提出（仮受付）のみの対応となります。

平成29年度の納税通知書の発送について
固定資産税の納税通知書は4月初旬に発送します。納税

通知書が届きましたら内容の確認をお願いします。納税通
知書が届かない場合には、資産税課まで問合せください。

土地および家屋価格等縦覧帳簿の
縦覧について

地方税法第416条第1項の規定により、平成29年度土地
価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿を縦覧するこ
とができます。縦覧帳簿には、市内にある土地・家屋の価格
等が記載されています。

この機会に、ご自身の資産と他の資産を比較して、その資
産が適正に評価されているか、ご確認ください。

なお、期間を過ぎると縦覧できなくなりますので、ご注意
ください。

縦覧できる人 ・ 市内の土地または家屋の納税者・納税管理人
・ 代理人（納税者からの委任状が必要です）

縦 覧 場 所 ・ 浦添市役所2階　資産税課窓口

縦 覧 期 間 ・ 平成29年4月3日（月）〜5月1日（月）
 （土・日・祝日を除く）

受 付 時 間 ・ 午前8時30分〜午後5時15分
 （正午〜午後1時を除く）

必 要 な も の
・ 納税通知書、または運転免許証などの身分が証明で

きるもの
・ 代理人が縦覧する場合は上記に加え委任状

手 数 料 ・ 無料




